興部町手話通訳者派遣事業実施要領
１　通訳者派遣の受付及び手配
· 派遣手配は、福祉保健課社会福祉係が対応する。
· 時間外の窓口体制は、設けない。（時間外において急病等による即日派遣の要請があっても、派遣手配は不可能である。）
· 派遣希望日の５日前までに派遣申請書を提出することを原則とするが、緊急を要する場合は、派遣日の翌日までに提出することとする。

２　手話通訳者の登録の要件
· 要綱第７条に定める基準を満たす者であって、興部町からの要請により、週１～２回、手話通訳活動に従事できる者とする。

３　派遣の基準
· 手話通訳登録者１人につき、週２回までの派遣を原則とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、週３回まで派遣することができる。（１日１回を原則とする。）
· １回の通訳活動時間は、３時間を限度とする。これを超える派遣の場合又は通訳内容により必要と認める場合は、２名以上の通訳者を充てることを原則とする。

４　利用の基準
· 本事業の利用は、週２回までを原則とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、週３回まで利用することができる。（１日１回を原則とする。）

５　登録員への謝礼
· 当該月分の通訳活動に係る謝礼は、活動実施報告書により実績を確認のうえ、翌月に支払うものとする。（活動実施報告書の提出されている分に限る。）
· 謝礼及び交通費補助の支払いは、口座振込みとする。

６　ボランティア保険の加入
· 派遣活動中は、ボランティア保険に加入することとし、掛金は町が負担する。
